
【別紙２】 

令和８年度生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務 

業務仕様書 

１ 委託業務名 

  令和８年度生理休暇取得促進のための企業向け啓発セミナー運営業務 

 

２ 目的 

  法定休暇であるにも関わらず取得が進んでいない「生理休暇」の取得促進に向け、県内企業を対象

とした啓発セミナーを開催することで「生理休暇」の取得が当たり前の社会の実現を目指すもの。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託する事業の概要 

(1) 内容 

県内企業を対象に生理休暇の取得促進に向けた啓発セミナーを開催するもの。 

また、セミナーでは希望者を対象に生理痛体験機器を用いた生理痛体験を実施する。 

(2) 開催回数 

  ・県内１５圏域で合計１５回開催（いずれも対面開催） 

   ［圏域別開催回数（想定）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 対象 

  ・県内中小企業の事業主、人事労務担当者、等 

(4) 開催時期 

  ・前期分（８回）令和８年９月 ・後期分（７回）令和８年１１月 

地区 圏域 
開催回数 

前期 後期 計 

北九州 

北九州市圏域 1 1 2 

遠賀・中間圏域 1  1 

京築圏域  1 1 

福岡 

福岡市圏域 
1 1 2 

糸島圏域 

筑紫圏域 
1  1 

朝倉圏域 

糟屋中南部圏域 
 1 1 

宗像・糟屋北部圏域 

筑後 

久留米圏域 1 1 2 

八女・筑後圏域 1  1 

有明圏域  1 1 

筑豊 

飯塚・嘉穂圏域 1  1 

直方・鞍手圏域  1 1 

田川圏域 1  1 

合計 8 7 15 



(5) 定員 

各回５０名程度（原則１社１名） 

(6) 参加費 

  無料 

(7) 所要時間、構成及び内容 

  ◇座学研修    （３０分） 

・生理をはじめとする女性特有の健康課題に関する基礎的な部分の解説 

   ・職場でのサポート事例や先進企業の取組事例の紹介 

  ◇生理痛体験   （３０分） 

  ◇グループワーク （３０分） 

・生理痛体験を通じて必要な支援や行動変容したいことを話し合うワークを開催 

  ◇国の助成金の紹介（１０分） 

   ・国の両立支援等助成金（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）を紹介 

  

５ 業務内容 

(1) セミナー運営業務 

①セミナーの開催準備及び当日の運営に必要な一切の業務 

※セミナーの進行等に要するスタッフの確保を含む 

②セミナー開催会場の確保、連絡調整及び使用料の支払い 

③セミナーの運営に必要な物品、機材等の確保及び調整 

④講師の選定、講師との連絡調整及び旅費、謝金の支払い 

(2) 当日資料作成業務 

セミナー当日に使用する資料の作成 

(3) 参加申込受付業務 

  ①ＬＰサイトの制作 

  ②ＷＥＢ申込フォームの作成 

  ③参加申込の受付、集約及び開催２日前のメールによる案内 

※事前申込制とし、ＷＥＢ申込フォームによる申込受付業務、申込に関する問い合わせ対応業務、

申込者名簿作成業務を行うとともに、申込受付開始後は、申込者名簿のデータ（Excel）を毎週

県に提出することにより申込状況を報告すること 

(4) 参加者を対象としたアンケートの実施及び集計業務 

  参加者を対象としたアンケートの実施及びアンケート結果の集計 

(5) セミナーＰＲ業務 

  ①参加者集客のためのセミナーＰＲ 

   ※受託者の有するネットワークや広報手段を用いて募集を行い、新聞やＳＮＳ、ウェブサイト等

の媒体を活用して対象者の目に多く触れるよう効果的な広報を行うこと 

  ②セミナーＰＲに必要な資材の制作 

(6) 受講証明書の発行 

受講者に対する受講証明書（県指定様式）の発行 

※受講証明書は、アンケートの提出と引き換えに交付すること 



 

６ 実施報告書等の提出 

  業務完了後１４日を経過した日又は令和９年４月１０日のいずれか早い日までに、県に次の(1)～

(3)の書類を提出すること。 

(1) 委託業務完了報告書 

(2) 収支精算書 

(3) 業務実績報告書 

 

７ 実施体制の報告 

業務実施に当たって、本業務の運営管理及び県との連絡調整に当たる業務責任者を定め、県に報告

すること。また、業務責任者に変更や追加等があった場合には、その都度報告すること。 

 

８ 検査等への対応 

委託業務の適正な履行確保のため、必要に応じて県が検査等を行う際には、適切に対応すること。 

 

９ 委託料対象経費 

  委託料の対象となる経費については、企画提案公募実施要項の別紙１「委託業務に係る委託料（経

費）について」の取扱によること。 

 

10 委託料の支払い 

  委託料は、概算払いを行うことができること。概算払いに関する時期・その際の提出資料や書式等

については、県の指示に従うこと。 

 

11 再委託 

(1)業務の一部について再委託を行う場合は、あらかじめ県の承認を得ること。 

(2) 再委託を行う事業者の選定は公正に行うこと。 

(3) 再委託する業務の進捗管理の徹底及び再委託事業者との連携を図り、円滑に業務を遂行すること。 

 

12 苦情対応体制の整備 

(1) 業務の実施に係る苦情対応体制を整備し、業務開始前に書面により県に報告すること。なお、整備

に当たっては苦情対応責任者（正・副）、報告・連絡体制を必ず盛り込むこと。 

(2) 業務の実施に当たって、苦情等が発生した場合は、速やかに県に報告の上、対応について協議する

とともに、苦情等の申出者に対しては誠実な対応に努めること。 

(3) 苦情対応を行った場合は、その経緯、対応状況、今後の業務改善策や課題解決策を取りまとめ、書

面により速やかに県に報告すること。 

 

13 情報管理 

(1) 業務実施の過程で収集した個人情報及び企業情報については、紙媒体は鍵付きキャビネット等での

保管を行うほか、データの保存に当たってはパスワードを設定するなど、情報管理には十分留意する

こと。 



(2) 企業情報等をメールで送付する場合は、宛先等に相違がないかどうかダブルチェックを行うなど、

情報の漏洩等が発生しないよう厳重な情報管理に努めること。 

(3) 個人情報取扱特記事項の遵守状況を確認するため、別添「委託先における個人情報の取扱状況チェ

ックリスト」により自己点検を行い、令和８年４月３０日までに「委託先における個人情報の取扱状

況チェックリスト」及び「委託先における個人情報の取扱状況チェックリストに係る改善策」を県に

提出すること。また、契約締結後、記載内容が虚偽であることが判明した場合は契約を解除する場合

があること。 

 

14 業務の円滑な引継ぎ 

  委託業務年度終了時に本業務受託者に変更が生じる場合を踏まえて、円滑に次年度の業務が開始で

きるよう、福岡県の指示に基づき誠実かつ適切に業務の引継ぎを行うこと。 

 

15 協議 

  この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項については、

県と協議の上、定めるものとする。 

 

16 委託業務実施に当たっての留意事項 

(1) ７により定めた業務責任者は、本仕様書に則って適切に業務を実施しているか否か常時把握するこ

と。また、業務の各過程において、福岡県と十分な協議、連携を行うこと。 

(2) 本業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守すること。 

(3) 本業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正

に行うこと。 

また、本業務の実施に当たっては、業務の目的の達成に必要な範囲内で利用者（企業）の情報を収

集し、かつ、当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、使用すること。 

加えて、本業務に従事する者は、業務上知り得た個人情報及び企業情報をみだりに他人に知らせて

はならないことはもとより、業務に従事する者でなくなった後においても、同様とすること。 

(4) 受託者は、報告書等の提出を求められた場合は速やかに提出すること。また、受託者の作成した報

告書等の著作権は県に帰属するものとする。 

(5) 受託者は本業務への参加者や参加企業から手数料などの収入を得てはならないこと。 

(6) 本業務により得られた成果は、県に帰属するものとする。 

(7) 本業務の成功に向けた業務改善、県への改善提案を随時行うこと。 

(8) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成２５年法律第６５号）に基づく「障がい

を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」（平成２８年１月２９日福岡県訓令第１号）

で定めるところにより、本業務の実施に当たっては、障がいのある方が社会的障壁を取り除くことを

必要としている場合においては、その社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を誠

実に行い、その社会的障壁の除去に可能な限り努めなければならないこと。 

(9) その他、県が業務の運営上必要な措置を講ずるべき事案が発生したと判断した場合は、受託者は、

県の指示に基づき迅速かつ適切に対応しなければならないこと。 

 

 



【仕様書別紙】 

委託業務に係る委託費（経費）について 

 委託業務の適正かつ効率的な実施のため、委託費については下記事項を遵守の上、適切な支出に努め

ること。 

 

１ 基本的事項 

(1) 目的外支出の禁止 

委託費については、委託業務の目的に沿った経費以外に支出することはできない。また、委託業務

の目的に沿うものであっても、単価・数量等に妥当性を欠く過大な支出は認められない。 

(2) 委託費の対象期間 

委託費については、委託業務期間中（委託契約締結日～委託契約終了日まで）に発生したものが対

象となること。 

(3) 経理区分の明確化 

委託業務については、他の業務（受託者の本来業務や他の受託業務等）との会計を明確に区分する

こと。 

(4) 証拠書類の整備 

ア 単価、数量など支出の必要性の根拠となる書類（支出伺い書等）を整備すること。 

イ 支出の内容及び事実を証する書類として、発注、納品、検収、支払を確認できる 書類を整備

すること。 

(5) 会計関係書類の保存 

上記(1)～(4)に基づく会計書類については、県が委託金額を確定した日の属する年度の終了後５年

間保存すること。 

 

２ 各対象経費について 

(1) 人件費 

①委託業務に直接従事した者の人件費 

・「基本給」、「通勤手当」、「社会保険料等の事業主負担分」を対象とする。なお、以下に留意の上、

適切に計上すること。 

ア 業務日誌等の整備 

・業務日誌、労働者名簿、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳、給与明細等を整備し、委託業務に

直接従事した時間を明確にした上で、適切に人件費を算出すること。 

・なお、他事業を兼務する従事者については、委託業務に直接従事した時間に応じて、人件費

を他事業と適切に按分の上算出すること。 

   イ 賞与（一時金）について 

・対象としない。 

②講演会講師の謝金 

・謝金支払い先となる講演会講師については、選定理由を明らかにした書類を整備すること。また、

謝金については、適切な額を支出すること。 

(2) 事業費 

①旅費 

・旅費は、事業に従事する者が業務遂行に当たって必要とする出張に係る交通費を対象とする。た

だし、原則として、公共交通機関を利用することとし、公共交通機関の利用では円滑な業務遂行



ができないと認められる場合のみ、必要最低限の自動車のリース及び使用を認めることとする。 

   ア 受託者の内規（旅費規程等）に沿った経理処理 

・受託者が定める内規（旅費規程等）に沿って、最も合理的かつ経済的な経路を選択すると

ともに、必要な手続（出張伺い、出張復命等）に係る書類を整備することなお、内規に定

める場合であっても、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は対象経費

とはならない。 

イ 他事業に係る用務を含む出張について 

・出張の行程に他事業の用務が含まれる場合は、委託業務に係る部分のみが対象経費となる。 

②備品費、借料及び損料 

・備品（１年以上継続して使用できるもの）については、原則として購入は行わないこと。なお、

受託者の企画提案により、事業遂行に必要となる備品がある場合は、リースにより対応すること。   

③消耗品費 

・可能な範囲において複数の業者から見積りを徴し、経済的な調達を行うこと。なお、相見積りを

取らない場合や最低価格を提示した業者を選定しない場合は、その業者の選定理由を明らかにし

た書類を整備すること。 

④外注費（チラシ印刷、資料作成等） 

・可能な範囲において複数の業者から見積りを徴し、経済的な調達を行うこと。なお、相見積りを

取らない場合や最低価格を提示した業者を選定しない場合は、その業者の選定理由を明らかにし

た書類を整備すること。   

⑤広報費 

・各種の広報媒体を比較検討の上、効率的かつ効果的な広報を行うこと。なお、同種の広報媒体を

比較する際には、可能な範囲において複数の業者から見積りを徴するなど、経済的な実施に努め

ること。   

⑥その他の経費 

・通信運搬費、光熱費等、事業遂行に当たって必要と認められる経費については、これを対象とす

る。 

・なお、受託事業者の事業所（本店、支店等）の場所代（土地・建物の購入費や借料等）は対象経

費とはならない。 

⑦一般管理費 

・民間企業（あくまでも私企業）の場合で、当該企業の社内規定等で受託する個別事業に係る一般

管理費の割合について、直近年度の損益計算書中「売上原価」に占める「一般管理費」の割合に

よって決定している場合は、当該割合による一般管理費の計上は可能とする。ただし、一般管理

費率の上限は５％までとする。 

(3) 消費税及び地方消費税 

委託契約は、「役務の提供」に該当し、消費税及び地方消費税の課税対象となるため委託対象経費の

総額に消費税率を乗じて消費税額を計上すること。なお、事業経費等において課税対象取引となるも

のについては、消費税額を重複計上しないよう十分に留意すること。 

 

 


